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　契約保証金は、 円を納付する。ただし、有価証券等の提供又は金融機関若
しくは保証事業会社の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ
る。また、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約
を行った場合は、契約保証金を免除する。

設計業務委託契約書（案）

業 務 名 兵庫教育大学(嬉野台）共通講義棟改修（Ⅰ－Ⅱ期）建築設計業務

業 務 委 託 料 金円也
(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 金円也)

　上記消費税及び地方消費税の額は、消費税法第２８条第１項及び第２９条並びに地
方税法第７２条の８２及び第７２条の８３の規定に基づき、業務委託料に１１０分の
１０を乗じて得た額である。

　発注者　国立大学法人兵庫教育大学と受注者　○○○○○会社との間において、上記の
業務について、上記の業務委託料で、次の条項によって委託契約を締結し、信義に従って
誠実にこれを履行する。

　受注者は、別冊の設計業務委託仕様書に基づいて、業務を完了する。
　業務は、○○○○○会社において実施する。
　業務の履行期間は、契約締結日の翌日から２０２６年３月３１日までとす
る。ただし、財政法の定めによる承認を得た場合は、２０２６年１０月３０
日（Ⅰ期工事分の設計図面・積算業務の完成は、２０２６年６月３０日）ま
でとする。

　業務委託料については、金円以内の額を前払金として前払いするものとす
る。この支払いは、請求書及び保証事業会社の保証証書を受理した日の属す
る月の翌月末日までに支払うものとする。

　業務委託料は、受注者からの適法な請求に基づき２回以内に支払うものと
する。

　業務委託料の請求書は、国立大学法人兵庫教育大学総務部環境マネジメン
ト課に送付するものとし、発注者は請求書を受理した日の翌月末日までに支
　完了通知書は、国立大学法人兵庫教育大学総務部環境マネジメント課に送
付するものとする。
　受注者は、発注者が適切と認めた「業務の実施方針」（以下「技術提案内
容」という。）を履行しなければならない。
　この契約についての一般的約定事項は、発注者が定めた設計業務委託契約
要項によるものとする。
　この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、発
注者と受注者とが協議して定めるものとする。



発注者
兵庫県加東市下久米９４２－１
国立大学法人兵庫教育大学
契約担当役　事務局長　　北　﨑　　哲　章

受注者
○○○○○○－○○－○○
○○○○○会社
代表取締役　○○○○

　この証として、本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、各自１通を保
有する。

　　　   年     月     日


